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Tax Espresso – Special Alert 

スペシャルボランタリーディスクロージャープログラム 2.0 の実施 

2023 年 6 月 6 日 - 2024 年 5 月 31 日 

 

 

日系企業の皆様 

 

2023 年 6 月 2 日、マレーシア内国歳入庁（IRB）は、2023 年 6 月 6 日から

2024 年 5 月 31 日までスペシャル ボランタリー ディスクロージャープログラム 2.0

（SVDP 2.0）の実施を発表しました。 

 

この発表と同時に、IRB は SVDP 2.0 に関する運用ガイドライン第 2/2023 号とそ

の FAQ（よくある質問）を発表しました。 

 

SVDP 2.0 とは? 

 

SVDP 2.0 はマレーシア政府の取り組みの一つで、プログラム実施期間中に納税者

が自発的に所得や関税を修正申告することを奨励するものである。その見返りとし

て、IRB は本プログラムで修正申告から発生する税金に対して 0%のペナルティ/サー

チャージとする。  

 

SVDP 2.0 は以下について実施期間内に自主的に開示し、規定期間内に納税す

るものである。 

• 所得の申告漏れ/申告不足、費用の過大申告、控除等の過大申告、キャピ

タルアローワンス/優遇税制の過大申告 

• 1976 年不動産譲渡益課税法の対象となる資産処分（不動産および不動

産会社の株式） 

• 文書/契約書について規定期間内に納税されなかった印紙税 



SVDP 2.0 には誰が参加できるのか? 

 

• SVDP 2.0 は納税者のすべてのカテゴリー（雇用主としての納税のカテゴリーを

除く）に対して、以下のように提供される。 

 

ボランタリーディスクロージャー 

カテゴリー 

SVDP 2.0 の対象となる賦課年

度(YA) 

納税者番号（TIN）をまだ有しな

い、又はすでに有し、初めて所得を申

告する新規納税者 

YA 2022 およびそれ以前の YA 

過去に IRB に所得申告したことがあ

るが、所得申告書（ITRF）/不動産

譲渡益税申告書（RPGTRF）を提

出していない YA がある納税者 

• ITRF - YA 2021 およびそれ

以前の YA  

• RPGTRF - YA 2022 及びそ

れ以前の YA 

過去に IRB に所得申告したことがあ

るが、まだ未申告の追加所得がある

納税者 

YA 2021 およびそれ以前の YA  

規定期間内に文書/契約書の印紙

税を納付しなかった者 

 

2023 年 5 月 1 日までに締結

（署名）された文書/契約書に

ついて、2023 年 6 月 6 日から

2024 年 5 月 31 日までに印紙

税納付 

 

• SVDP2.0 は移転価格も対象とされ、その場合、現行の移転価格調査フレーム

ワークに規定される移転価格のボランタリーディスクロージャー基準および手続に

従う。SVDP2.0 執行ガイドラインと FAQ では、移転価格について具体的に説

明しており、IRB がこの重要な税務問題に焦点を当てていることを改めて示すと

同時に、その根底にある複雑さを認識していることも示している。グループ取引

についてこのプログラム参加を検討している納税者にとっての重要な注意点は、

以下の通りである。 

o M&A（企業の合併・買収）における RPGT を再評価するよい機会

である。近年、コスト合理化やサプライチェーンの安全性などを背景

に、M&A の動きが活発化している。 

o グループ間契約書への印紙税支払の現実的な必要性は再評価すべ

きである。契約書は移転価格においてグループ取引の正確な描写の

出発点であり、裁判所での争訟の増加に鑑み、印紙税支払のメリッ

トの再評価が必要である。 

o 1990 年ラブアン事業活動法に基づく優遇税制を適用されるラブアン

法人による、1967 年所得税法対象の法人との取引について、（実

質的な）課税状況を評価する必要がある。  



o 恒久的施設（PE）の位置づけは、租税条約（ある場合）、BEPS

防止措置実施条約（MLI）、国内法（租税条約なしの場合）を

考慮して再評価すべきである。 

o 通常の移転価格調査が 3 ヶ月から 1 年に及ぶのに対し、このプログ

ラムでは申請処理に 30 営業日というスケジュールが提案されている。

これにより、納税者はリソースとコストを大幅に節約することができる。 

o 国内グループ取引についても、最終的な課税が両社間相殺でゼロで

ない限り、ボランタリーディスクロージャーが可能である。 

o 納税者は追徴課税の分割払いを選択できる。移転価格問題から発

生する追徴課税では、調整の基準（一般的には納税者の純売上

高または総コスト）が多額であるため、キャッシュフロー維持のために特

に有効である。 

o すでに調査中の YA はこのプログラムの対象外であるが、納税者はこ

の機会に、進行中の調査を迅速に決着し、合意した内容をまだ調査

を受けていない前後の YA に適用して、サーチャージを節約できる。 

o FAQ はボランタリーディスクロージャーの際に証憑類を提出する必要が

ないとしている。IRB の同意が得られれば、ボランタリーディスクロージャ

ーがグループ内のサービス/ロイヤルティ支払に関わるものである場合、こ

れは特に有用である。通常の移転価格調査では、便益テストや必要

性テスト等の証憑類が要求される上に、否認されるリスクが高いから

である。 

 

• SVDP 2.0 は、以下のようなケースには適用されない。 

 

o 該当 YA についてすでに税務調査が開始されている場合 

o 移転価格税制の場合を除き、課税ゼロまたは税還付となる場合 

o 査察が開始されている場合、または犯罪捜査に伴う起訴手続がすで

に裁判所に提出された場合 

 

SVDP 2.0 の参加方法 

 

• SVDP 2.0 への参加を希望する納税者は、IRB が発行する SVDP 2.0 に関す

るガイドラインに従って、以下のように実施する必要がある。 

 

ボランタリーディスクロージャー 

カテゴリー 

実施方法 

新規の納税者 

 

• TIN の有無を確認する 

• TIN がない場合は、e-Daftar ま

たは最寄りの IRB サービスカウン

ターで登録する。 



• ITRF/RPGTRF を e-Filing/e-

CKHT または紙の

ITRF/RPGTRF で提出する。 

過去に IRB に所得申告したこ

とがあるが、YA のために ITRF 

/ RPGTRF を提出していない

YA がある既存の納税者。 

ITRF/RPGTRF を e-Filing/e-CKHT

または紙の ITRF/RPGTRF で提出す

る。 

過去に IRB に所得申告したこ

とがあるが、まだ未申告の追

加所得がある納税者 

 

 

• IRB 公式ポータル/MyTax の

SVDP 2.0 リンクから、申告漏れ

の所得について、SVDP 2.0 追

加所得申告書とその付録、税

額計算書を添えて申請する。 

• 税額計算書は、会社、個人事

業主、パートナーシップのカテゴリ

ーの納税者のみ提出が必要。 

• SVDP 2.0 の実施期間内に移

転価格についてボランタリーディス

クロージャーを行う納税者は、「移

転価格のボランタリーディスクロー

ジャーフォーム」に記入する必要が

ある。 

 

規定期間内に文書/契約書

の印紙税を納付しなかった者 

 

 

• STAMPS（Stamp 

Assessment and Payment 

System）を通じて、文書/契約

書を提出する必要がある。 

• 賦課決定通知書受領後、

SVDP 2.0 に基づくペナルティ免

除を受けるためには、STAMPS

を介してオンラインでペナルティ免

除申請を行う必要がある。 

 

• SVDP2.0 参加者は、 IRB が発行する賦課決定通知書の日付から 30 日以

内にボランタリーディスクロージャーによる納税額を全額、または IRB との合意基

づき分割払いで納付する。分割払いは 2024 年 5 月 31 日まで可能であり、

添付書類を提出する必要は無い。 

 

• SVDP 2.0 参加者が規定された期間内に納税しなかった場合、現行の各税

法の規定に基づきペナルティが科される。また、ボランタリーディスクロージャーが

行われた YA について、法的措置や将来的に調査を受ける可能性がある。 

 



• 賦課決定通知書に記載された印紙税の支払いは、ペナルティ免除承認書に

記載の規定期間内に行うものとする。 

 

SVDP 2.0 のメリット 

 

• SVDP2.0 におけるペナルティおよびサーチャージ率は 0％、すなわちペナルティお

よびサーチャージの免除に相当する。 

 

• ボランタリーディスクロージャーが正確かつ、現行の IRB Ruling を順守し、すべて

の課税所得を含める（すなわち完全開示）ことを条件に、IRB はボランタリー

ディスクロージャーを誠実にそのまま受け入れるものとする。提出されたボランタリ

ーディスクロージャーが正確であることを確認するために、税額計算のチェック

（計算ミス等）が行われる。 

 

• ボランタリーディスクロージャーを行った所得のある YA については、今後税務調

査は行われない。ただし、ボランタリーディスクロージャーに係る納税が規定期間

内に行われない場合は、その YA について IRB は税務調査を行うことができ

る。 

 

今後の対応 

 

これまであまり協力的ではなかった納税者は、IRB が提供するこの限定期間をフル

に活用することが奨励されている。しかし、SVDP 2.0 はそのような納税者にのみ適

用されるものと見なすべきではない。 

 

納税者は税務コンプライアンスとガバナンスのレベルを高める機会として SVDP 2.0

を利用するべきであろう。社内の税務プロセスや提出した税務申告書を見直し、対

処すべき税務リスクや差異がないかどうかを評価することを検討されたい。 

 

デロイトマレーシアは、SVDP 2.0 に関連して以下を含む幅広いサービスを提供してい

ます。 

 

• IRB へのボランタリーディスクロージャー申請書類の作成・提出の支援 

• SVDP 2.0 申請後、円満な決着のための IRB との交渉 

• SVDP 2.0 の賦課決定通知による税額の分割払い申請サポート 

• SVDP 2.0 の賦課決定通知が申請した内容と異なる場合、不服申立ての支

援 

• 潜在的な税務リスク領域の特定のため、提出した税務申告書および移転価

格文書のレビュー 



税務ガバナンスフレームワークを含む、改善すべき差異等を特定するための社内税

務プロセスのレビュー 

 

お問合せ 

Tax Espresso はデロイトマレーシア税務サービス部門がお届けしています。 

ご不明点がございましたら、下記、日系企業サービスの渡又は、秋元までご連絡下さ

い。また、英語原文をご希望の方は山本までご連絡下さい。 

 

Deloitte Malaysia Japanese Services Group 

 

名前  役職 電話番号 Email 

渡 喬     Director 03 7650 6452 twatari@deloitte.com 

秋元啓孝 Senior 

Manager 
03 7610 8905 akimoto@deloitte.com 
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